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1.法人登記
2.社会保険加入

3.建設業法第3条の許可取得

3.ハローワークに求人届け

5.キャリアアップシステム登録

 
 
 
 

4.全国中小建設業協会加入    
  　    

(一般社団法人　建設技能人材機
構(JAC)に加入)    

(特定技能建設協議会へ加入)
 
 
 
 

7.在留資格認定証明申請

6.建設特定技能受入計画を国土
交通省に申請

会社の賃金規定に基づき、外国人に支給する給与と同等の条件で求人届け出を出してく
ださい

法人登記が終わりましたら直ちに取得してくだ
さい

全国中小建設業協会加入に加入してください。
①加入方法
  会社名、住所、電話番号、業種(全て)を記載して右記メルアドに送信してくださ
い。ebmaster@zenchuken.or.jp
②費用
　入会金・・・無　　年会費36,000円
③外国人受け入れに対する負担金・・・一人ひと月12,500円(建設技能人材機構に支払う費用)(
④全国中小建設業協会に加入することで、一般社団法人　建設技能人材機構(JAC)に加入)することにな
り、特定　　
　技能建設協議会へ加入することになります。
国土交通省のホームページから登録します。登録に必要な事項は月ページに記載しま
す。

経済流通サービス協同組合が作成しま
す。
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　建設キャリアアップシステムとは

 
 

● 建設キャリアアップシステムは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組み
● 若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたって建設業の担い手を確保し、ひいて

は、建設産業全体の価格交渉力・競争力を向上させるもの
● また、労務単価の引き上げや社会保険加入の促進といった、これまでの技能者の処遇改善の取組をさらに充実させるもの
● 平成３１年４月より「本運用」を開始されました。初年度で１００万人、５年で全ての技能者の登録を目標
● 建設キャリアアップシステムは (一財)建設業振興基金によって運営管理されています

＜建設キャリアアップシステムの概要＞ 技能者の経験の見える化・能力評価
技能者情報等の登録 カードの交付・現場での読

取 ピッ！

評価基準に合わせ
てカードを色分け

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況
等

現場入場の際に読み取
り

就
業
履
歴
を
蓄
積

レベル３ 
レベル２    職長として現場に

中堅技能者    従事できる技能者
レベル１    （一人前の技能者） 初級技能者（見習い） 
現場管理のIT化・書類削減

レベル４ 高度なマネジメ
ント能力を有す
る技能者（登録
基幹技能者等）

【現場情報】
・現場名
・工事の内容
等

見積り・請求のエビデンスとしての活
用

技能者にカードを交付    施工実績DB・ビックデータとしての活用

国土交通省告示第460号  「建設技能者の能力評価制度に関する告示」平成31年3月29日（4月1日から施行）
（定義）
第2条  この告示において「建設キャリアアップシステム」とは、一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従
事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。
２  この告示において「建設技能者」とは、工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者であって、
建設キャリアアップシステムに登録された者をいう。
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(☆利用の詳細は建設キャリアアップシステムご利用ガイダンス (一般財団法人建設業振興基金)を参照してくだ
さい)
 



建設特定技能受入計画のオンライン申請について
 
 
１.準備
 
オンライン申請では、添付書類として複数の書類をアップロード
する必要があります。申請の前に、右記の書類をスキャンして
PDF化するか、写真に撮ってJPEG 化して用意しておきましょう。

 

建設特定技能受入計画  オンライン申請  添付書類一覧表

書類
No．

書  類  名

1 登記事項証明書 （履歴事項全部証明書）（申請日より３か月以内発行のもの）

2 建設業許可証（有効期限内のもの）

3 常勤職員数を明らかにする文書（社会保険加入の確認書類）

4 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類
 
5 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類（会員証明書）

6 取次資格を有することを証する書類の写し（取次申請を行う場合のみ）

 
7 ハローワークで求人した際の求人票（申請日から直近１年以内。建築・土木の作業員の募集

であること）

 
8

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
（国土交通省ホームページからダウンロード）

 
9

就業規則及び賃金規程（労働基準監督署に提出したものの写し。常時１０人以上の労働者を
使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要）

10 同等の技能を有する日本人の賃金台帳（直近 1 年分。賞与を含む）

 
11 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類（経歴書等。様式任意）

12 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し（全員分）

 
13

時間外労働・休日労働に関する協定届（３６協定届）、変形労働時間に係る協定書、協定
届、年間カレンダー（有効期限内のもの）（変形労働時間採用の場合のみ）
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雇用契約に係る重要事項事前説明書（告示様式第２）（全員分）
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建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類

◯受け入れ後現場入場に関して
受入企業が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った
建設業者（元請建設業者）からの、「特定技能制度及び建設就労者受入
事業に関する下請指導ガイドライン」に基づく指導に従い、現場入場届
出書の提出を行わなければなりません。(オンラインにて国土交通省へ)



特定技能建設協議会と一般社団法人建設技能人材機構へ
の加入(本資料8ページ⑧)◯　特定技能建設協議会に加入するには、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入しなけれ

ばな　　
　　　りません。
○ 人材機構(JAC) に加入するには人材機構の正会員である39の建設業者団体の会員となるか、機
構の　　　
　　　賛助会員となることが必要です。いずれになるかは受け入れ企業の選択ですが建設業者団体の会
員となるほう　　　
　　　がコスト的に割安になるようです。(建設業者団体一覧は11ページ参照)　
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特定技能建設協議会

一般社団法人建設技能人材機構

建設業者団体
(受け入れ対象業務)

正会員 正会員

受入企業 受入企業 受入企業

賛助会員

登録支援機関
賛助会員



一般社団法人建設技能人材機構正会員 (39建設業者団体)（令和2年6月4日現在）

・一般社団法人建設技能人材機構の正会
員39の建設業者団体は更に下部に協会を
持っております
参考例   (一社)日本建設業連合会・・・・
右表
 
・この下部の協会に参加している企業
も、一般社団法人建設技能人材機構に参
加していると認められる場合があります

・KRS組合が調査しますので現在入っ
ている業者団体或いは協会の名称を教
えてくださいでしょうか。
・人材機構に参加していると確認でき
る場合は新たな費用は発生しません。

どのような建設業者団体に
も協会にも加入していない
場合

・受け入れ企業が、どの団体或い
はどの協会に該当するか参加費用
も含めてKRS組合が調査してお知
らせします。
・団体或いは協会によって、入会
金や年会費が異なります。

既に団体或いは協会に加入している場合 団体、協会に加入していない場合

(下部協
会)


